
①地震・津波災害からの復旧・復興



水産業関係被害

漁船（28,612隻） 1,822億円

漁港施設（319漁港） 8,230億円

養殖関係 1,335億円

養殖施設 738億円

養殖物 597億円

共同利用施設（1,725施設） 1,249億円

合計 1兆2,637億円

注：１ 平成24年７月５日現在
２ 漁船は、21都道県で被害（岩手、宮城、福島では約９割で被害）
３ 漁港施設は、７道県約４割で被害（岩手、宮城、福島では、ほぼ全てで
被害）

４ この他、民間企業が所有する水産加工施設、製氷冷凍冷蔵施設等で
約1,600億円の被害（水産加工団体等からの聞き取り）

農林業関係被害

農地（2.６万ha） 4,288億円

農業用施設等（18,140箇所）
（水路、揚水機、集落排水施設等）

4,711億円

農作物、家畜等 142億円

農業・畜産関係施設等（農業倉庫、ハ
ウス、畜舎、堆肥舎等）

493億円

林野関係（林地荒廃、治山施設、林道
施設、木材加工流通施設等）

2,155億円

合計 1兆1,789億円

注：１ 平成24年７月５日現在
（農地・農業用施設等は令和３年２月１日現在）

２ 被害額には、原子力災害による被害額は含まれていない。

東日本大震災では、農林業関係で1兆1,789億円、水産業関係で1兆2,637 億円、合計で２兆4,426億円の
被害が発生。これは、阪神・淡路大震災の約26倍、新潟県中越地震の約18倍。

東日本大震災による農林水産関係の被害状況

２



東日本大震災からの農林水産業の復旧状況
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注：１ 水産加工施設は令和２年12月末現在、その他は令和３年７月末現在。
２ 農地は、農地転用が行われたもの（見込みを含む）を除いた津波被災農地

19,690haに対するもの。（福島県1,130ha除き完了）
３ 主要な排水機場は、復旧が必要な96箇所に対するもの
４ 農地海岸は、復旧が必要な122地区に対するもの（福島県３地区を除き完了）
５ 農業集落排水施設は、被災した401地区に対するもの
（復旧事業実施中も含む）。

６ 海岸防災林は、復旧を要する164kmに対するもの
（復旧事業実施中も含む）。

（提供：仙台市）

（提供：国土地理院）

７ 木材加工流通施設は、再開を希望する41箇所に対するもの。
８ 漁港は、被災した319漁港に対するもの

(全て回復311漁港、部分的回復8漁港) 。
９ 漁船は、復旧を目指す20,000隻に対するもの。
10 養殖施設は、再開を目指す68,893施設

(岩手県17,480施設、宮城県51,413施設)に対するもの。
11 大型定置網は、復旧を目指す143ヶ統に対するもの。
12 産地市場は、被災３県で被災した30施設に対するもの。

岩手県及び宮城県の産地市場は、22施設全てが再開。
13 水産加工施設は、被災３県で再開を希望する774施設に対するもの
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震災からの復興のため、人的支援を実施

注：令和３年3月末までの派遣実績
職員１名を１か月間派遣した場合、１人月と数える

農林水産省は、東日本大震災からの復旧復興や、農地・森林の除染を速やかに進めるため、職員の復興
庁・環境省等への出向及び被災自治体との人事交流を行っている。

また、被災地における災害復旧工事を迅速・円滑に実施するため、被災県からの支援要望に沿って、農林水
産省及び他の都道府県等の専門職員を被災自治体に派遣。

(単位：人月）

農林水産省及び都道府県等からの
職員派遣の実績（農林水産関係）

国 都道府県 市町村 計

農地・農業用施設 1,443 8,271 － 9,714

森林・林業関係 60 2,177 － 2,237

漁港関係 264 2,505 2,014 4,783

復興庁 47名

環境省

福島地方環境事務所 48名

※このほか（公社）福島相双復興推進

機構へ職員（2名）を派遣

人事交流

岩手県内 ５名

宮城県内 ４名

福島県内 10名

４

農林水産省から復興庁等への出向状況
（令和３年８月１日現在）



農地・農業用施設の直轄災害復旧事業を実施

⑥迫川上流・
荒砥沢ダム
（復旧完了）

⑦迫川上流
（復旧完了）

②仙台東

④亘理山元
（復旧完了）

⑨白河矢吹
（羽鳥ダム）
（復旧完了）

⑩阿武隈川上流
（西郷ダム）
（復旧完了）

⑪芳賀台地
（復旧完了）

福島県

栃木県

③名取川
（復旧完了）

①定川
（復旧完了）

⑤亘理・山元
農地海岸

（復旧完了）

【仙台東】ほ場整備（大区画化）

【名取川】閖上排水機場

損壊した建屋及びポンプ設備の復旧状況

損壊した建屋及びポンプ設備の復旧状況

⑧河南
（復旧完了）

⑫南相馬
(復旧完了)

土地改良法特例法等に基づき、東日本大震災により被災した農地・農業用施設の直轄災害復旧事業を実施。

このうち、仙台東地区については、宮城県及び仙台市からの要望に基づき、農業用施設の復旧に加え、除

塩、区画整理を含む農地の復旧を国が一貫して実施。

⑬請戸川

津波で損壊した排水路の復旧状況

【仙台東】大堀排水路

【亘理・山元農地海岸】海岸堤防

大区画化したほ場での営農状況

海岸堤防の復旧状況

凡 例

直轄特定災害復旧事業実施
地区(津波被災地域)

直轄災害復旧事業実施地区
(地震被災地域)

代行海岸保全施設災害復旧
事業実施地区(津波被災地域)

福島特別直轄災害復旧事業
実施地区（地震被災地域）

【南相馬】村上第二排水機場

宮城県

５

※⑬請戸川は一部避難指示区域内



地震・津波で被災した地域において、直轄事業や復興交付金等の活用により農地の大区画化に取り組み中。

農地の復旧にあわせた、ほ場の大区画化への取組

農地の大区画化の県別面積（ha）（令和３年３月末時点）

県名
大区画化に取組む
地区の計画面積

（注１）

整備完了面積
【 全 体 】

左記のうち
大区画化を
行った面積

（注２）

岩手県 50 50 10

宮城県 6,490 6,490 5,680

福島県 1,970 1,630 1,310

計 8,510 8,170 7,000

注1：津波被災農地と一体的に整備する農地を含む。
注2：大区画化とは、農地を0.5ha以上の区画に整備するもの。

事例：福島再生加速化交付金(原町東地区(福島県南相馬市))大区画化整備図

H23年3月

H26年4月

H26年9月

大区画化整備したほ場（大曲地区（宮城県東松島市））

（提供：国土地理院） 整備後

整備前

原町東地区（地区面積：525ha）は、生産性の高い大規模な営農を展開するため、
被害が甚大であった農地の復旧と併せて、ほ場を大区画化（10～30a→標準区画
1.2ha）する計画。

※津波範囲は、「東日本大震災 南相馬市災害記録誌」（南相馬市、平成25年3月発行）による。

６

津波範囲

R２年度まで整備範囲

R３年度整備範囲

非農用地
（工業団地（ﾛﾎﾞｯﾄﾃｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ））

非農用地
（再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ用地）

非農用地（海岸防災林）

凡例



県名 市町村名 地区名

宮城県 南三陸町 南三陸地区

石巻市 牡鹿地区、大川地区、北上地区

七ヶ浜町 七ヶ浜地区

気仙沼市 気仙沼地区

山元町 山元東部地区

亘理町 亘理地区

東松島市 西矢本地区、奥松島地区

名取市 名取地区

岩沼市 岩沼地区

福島県 南相馬市
原町東地区、右田・海老地区、
真野地区、井田川地区、
八沢地区

２県 10市町 17地区

宮城県南三陸町の南三陸地区（西戸川工区）では、復興交
付金を活用して「農地整備事業」と「防災集団移転促進事
業」を一体的に実施し、住宅地の移転に必要な用地の創出や、
移転跡地を含めた農地整備を行うことにより、事業期間の短
縮と、効率的な土地利用を実現。（平成25年度事業着手）

さ い ど が わ

防災集団移転促進事業と連携して農業農村整備事業を実施し、高台への集団移転と併せて、移転跡地を
含めた農地整備を10市町17地区で進めており、13地区で整備が完了。（令和３年３月末時点）

農業農村整備事業と防災集団移転促進事業の連携

事業実施前 事業実施後

農山漁村地域復興基盤総合
整備事業で宅地跡地を特定
用途用地(非農用地)として
換地

↓
防災集団移転促進事業によ
る宅地造成後、分譲

７
※太文字は、令和３年度以降も農地整備を実施予定の地区を示す。



東日本大震災の津波により、東北一のいちご
産地である宮城県亘理町・山元町の生産者は
壊滅的な被害を受けた。
・３８０戸のうち３５６戸が被災
・９６haのうち９１haが被災

被災状況

東日本大震災の津波により、東北一のいちご産地である宮城県亘理町・山元町の生産者は壊滅的な被害。
約40haのいちご団地、選果場を整備し、平成25年11月より、本格的に出荷を再開。高設栽培の導入によ
り生産量が増加し、平成30年産で初めて出荷金額が震災前を上回った。

復旧・復興に向けた取組

①平成23年10月までに、阿武隈川沿いの耕作放棄地に確保した代替地
（５㏊）でパイプハウスを整備し、土耕栽培で生産・出荷を開始。

②平成25年８月までに、高収量が得られ、管理も楽な高設養液栽培を導入
した団地（約40㏊）を新たに整備。同年10月にいちご選果場を再整備
し、同年11月より本格的に出荷を再開。

③平成29年３月に品種登録出願を行った宮城県育成品種「にこにこベ
リー」は収量が多く、今後作付面積を増やす計画。

④令和３年産は227戸、約62haでいちごを栽培し、販売額は約39億円。

被災した選果場

仙台

宮城県

亘理町
山元町

位置図

被災した園芸施設

「仙台いちご」の復活【宮城県亘理町・山元町】

山元いちご団地

（写真提供/JAみやぎ亘理）

※販売額：東北農政局調べ（平成22年産：約33.5億円）

いちごの高設栽培

いちご選果場

亘理いちご団地

８



石巻市北上川下流域に、高度な環境制御技術と地域エネルギー等を活用した「次世代施設園芸」の全国モ
デルの一つとして、「宮城県拠点」が平成28年８月に完成。

最先端の施設園芸と被災地の雇用創出を実現するとともに、拠点の成果の普及等、東北地域の施設園芸を
牽引する存在としての活躍を期待。

東日本大震災の津波により、石巻市北上川
下流域に甚大な被害。

「次世代施設園芸」の拠点整備【宮城県石巻市】

復旧・復興に向けた取組

被災農業者が中心となり設立した㈱デ･リーフデ北上が、最先端の

環境制御設備を導入した大規模なガラス温室（2.4ha）を整備。

トマトとパプリカの周年生産に取り組み、地域の雇用創出にも貢

献。また、木質バイオマスや地中熱をハウスの加温に活用し、化

石燃料の使用量を削減。

被災状況

被災後の北上川下流域
（赤枠内が宮城県拠点の整備地）

仙台

パプリカ
1.3ha

トマト
1.1ha

集出荷施設

エネルギー供給施設

種苗生産施設

【次世代施設園芸 宮城県拠点】

次世代施設園芸 宮城県拠点

高軒高のガラス温室

収穫された
トマトと
パプリカ

こうのきだか

栽培の様子

宮城県

９



被災した漁港や水産加工施設の整備

南気仙沼地区と鹿折地区の一部を水産加工施設等の集積地とし
て整備するため、嵩上げ工事を実施（平成26年３月完了）。

主要な陸揚岸壁について、水産庁が代行工事を実施（平成26年
５月完了）。

高度衛生管理に対応した荷さばき所を整備（平成31年４月供用
開始）。

防波堤、岸壁、市場施設、水産加工団地等が壊滅。

約１ｍの地盤沈下により、満潮時には、漁港及び
水産加工団地へ海水が流入し、冠水。

陸揚げエリア
(陸揚げ・選別)

市場エリア
(陳列、セリ・入札)

漁港の高度衛生管理のイメージ

被災状況（気仙沼漁港） 復旧・復興の取組（気仙沼漁港）
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荷さばき所の被害状況 浸水した荷さばき所背後

倒壊した岸壁

嵩上げした集積地（南気仙沼地区）、
復旧した岸壁及び完成した荷さばき所

荷さばき所の内部写真

気仙沼漁港・石巻漁港等においては、水産加工団地の土地の嵩上げ工事や高度衛生管理に対応した荷さ
ばき所の整備などを実施。

概要説明
（上の２行）
を修正



震災前以上の収益性の確保を目指す漁業者等の取組を支援

震災からの速やかな復興のため、「漁業・養殖業復興支援事業（がんばる漁業復興支援事業、がんばる
養殖復興支援事業）」を創設。

震災前以上の収益性の確保等を目指す漁業者等の取組を支援。

【復興計画の認定状況】
令和３年７月末現在：認定129件（漁船漁業：134隻及び30ヶ統、養殖業：981経営体）
令和２年度（令和２年４月～令和３年３月）の執行額：29億円

【事業概要】
地域で策定した復興計画に基づき、震災後の環境に対応し、
震災前以上の収益性の確保等を目指し、安定的な水産物生
産体制の構築に資する事業を行う漁協等に対し、必要な経
費（人件費、燃油費、氷代等）を支援。

【事業概要】
地域で策定した復興計画に基づき、養殖業の復興を推進
するため、５年以内の自立を目標とした共同化による生
産の早期再開に必要な経費（人件費、燃油費、種苗代
等）を支援。

水揚金額

【事業のイメージ】 【事業のイメージ】

漁船漁業の場合 養殖業の場合

操業費用（人件費、
減価償却費等）

燃油費

えさ代・氷代

魚箱代

販売費等

事業実施

補助
操業費用等経費の1/2等

自己負担分

国に返還
水揚金額

赤字
生産費用（人件費、
減価償却費等）

燃油費

種苗代

資材代

販売費等

国に返還

国に返還

返還不要
赤字の9/10を国が負担

事業実施
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漁業・養殖業復興支援事業 復興計画認定状況

八戸

東松島

【漁船漁業】 認定11件（６隻及び７ヶ統）
平成23年 １件（大船渡市）
平成24年 ３件（宮古市・釜石市、大槌町、大船渡市）
平成25年 ５件（宮古市・釜石市、山田町、田野畑村、

大船渡市）
平成27年 １件（大船渡市）
平成28年 １件（宮古市・釜石市）

【養殖業】 認定41件（493経営体）
平成24年 32件（宮古市、山田町、大槌町、釜石市、

大船渡市、陸前高田市）
平成25年 ７件（山田町、釜石市、大船渡市）
平成26年 ２件（大船渡市）

【漁船漁業】 認定21件（89隻及び１ヶ統）
平成23年 ４件（気仙沼市、女川町）
平成24年 ８件（石巻市、気仙沼市、女川町、亘理町）
平成25年 １件（石巻市）
平成26年 １件（石巻市）
平成27年 ４件（気仙沼市、女川町、石巻市）
平成28年 ２件（気仙沼市、女川町）
令和２年 １件（石巻市、塩竃市、女川町）

【養殖業】 認定32件（469経営体）
平成23年 １件（東松島市）
平成24年 26件（気仙沼市、南三陸町、女川町、石巻市、

東松島市、塩竃市、七ヶ浜町、亘理町）
平成25年 ４件（南三陸町、女川町、石巻市）
平成26年 １件（県下全域）

岩 手 県

【漁船漁業】 認定４件（10隻）
平成23年 １件(北部太平洋大中型まき網・全体計画)
平成24年 ２件(全国さんま棒受網・全体計画、

北海道根室市)
平成27年 １件（富山県魚津市）

【養殖業】 認定２件（19経営体）
平成24年 １件（三重県志摩市）
平成25年 １件（三重県南伊勢町）

宮 城 県

【漁船漁業】 認定７件（11ヶ統）
平成23年 １件（神栖市）
平成24年 ２件（北茨城市、神栖市）
平成26年 １件（北茨城市）
平成27年 ３件（北茨城市、神栖市）

福 島 県

その他

【漁船漁業】 認定54件、134隻及び30ヶ統
【養殖業】 認定75件、981経営体

※予算額 818億円（平成23年度３次補正）
106億円（平成24年度当初）

宮古
山田

大槌
釜石

大船渡
陸前高田

気仙沼
南三陸
女川
石巻七ヶ浜亘理

いわき

北茨城

神栖
銚子

九十九里

千 葉 県
【漁船漁業】 認定２件（３ヶ統）
平成24年 ２件（銚子市、九十九里町）

東京電力
福島第一原発

三重県

志摩

根室

北海道

【漁船漁業】 認定３件（１隻及び２ヶ統）
平成23年 １件（八戸市）
平成24年 １件（八戸市）
平成25年 １件（八戸市）

青 森 県

田野畑

南伊勢

【漁船漁業】 認定６件（28隻、６ヶ統）
平成23年 ２件（いわき市）
平成28年 １件（いわき市）
令和元年 ３件（相馬市、いわき市）

茨 城 県

魚津

富山県

相馬

塩竃

12（令和3年７月末時点）


